
戸田都市計画高度利用地区の変更内容 

都市計画高度利用地区を次のように変更する。 

種類 面積 

建築物の容積率の 

最高限度及び最低限度 
建蔽率の 

最高限度 

建築物の 

建築面積の 

最低限度 

壁面の位置 

の制限 
最高限度 最低限度 

高度利用地区 

（北戸田駅  

東１街区） 

約０．７ 

ｈａ 
５０／１０ ２０／１０ ５／１０ ２５０㎡ 

道路境界線より

１．５ｍ 

 ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第５３条第６項第１

号に該当する建築物にあっては２／１０を加えた数値とする。 

 また、壁面の位置の制限については、公共用歩廊その他これに類する公益上必要な建築物で通行上

支障のないものについてはこの限りではない。 

「位置、区域及び壁面の位置は、計画図表示のとおり」 

【理由】 

建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）が平成３０年６月２７日に公布され、

１年以内に施行されることに伴い、引用する建築基準法の項ずれが生じるため、変更するものです。 

【改正内容】 

建築基準法第５３条第６項第１号に該当する建築物については、防火地域内（都市計画において定

められた建蔽率の限度が１０分の８とされている地域に限る。）内にある耐火建築物の他に、耐火建

築物と同等以上の延焼防止機能を有する建築物が追加されました。 

資料１ 
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戸田都市計画高度利用地区　総括図1/20,000(A3) 
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戸田市高度利用地区 計画図 1/2,500(A3） 

 
 

      
指 定 内 容 

地区名 北戸田駅東１街区 

面 積 約０．７ｈａ 

容積率の最高限度 ５０／１０ 

容積率の最低限度 ２０／１０ 

建蔽率の最高限度 ５／１０ 

建築物の 

建築面積の最低限度 
２５０㎡ 

壁面の位置の制限 道路境界線より１．５ｍ 
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戸田都市計画高度利用地区の変更 

 

経緯の概要（戸田市：高度利用地区） 

 

事 項 時 期 備 考 

 

１ 県知事協議 

 

２ 県知事協議回答 

 

３ 案の縦覧公告 

 

４ 案の縦覧 

 

 

５ 市都市計画審議会 

 

６ 都市計画決定告示 

 

 

７ 図書の写しの送付 

 

平成３１年１月１５日 

 

平成３１年１月２５日 

 

平成３１年２月１３日 

 

平成３１年２月１３日から 

平成３１年２月２７日まで 

 

平成３１年３月２０日 

 

建築基準法の一部を改正する法律の 

施行日に合わせる 

 

建築基準法の一部を改正する法律の 

施行日に合わせる 
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（参考）高度利用地区の概要 

■高度利用地区とは 

高度利用地区は、市街地において細分化した敷地等の統合を促進し、建築物の敷地内に

広場、歩道等の有効な空地を確保することで、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市

機能の更新を図ることを目的として指定します。 

 

■高度利用地区における制限内容 

 周囲の地域に指定されている建蔽率※１よりも低い建蔽率に制限すると共に、建築面積、

壁面の位置等を制限することで、一般の人々が利用できる広場、歩道等の公共の空地等を

確保します。その代わりに、周囲の地域に指定されている容積率※２よりも高い容積率を認

め、土地を有効利用することにより、良好な市街地環境の向上を図るものです。 

【制限項目】 

①容積率の最高・最低限度 …低層の建築物を制限し、建築物の高度化や都市機能の更新を図り

ます。 

②建蔽率の最高限度 …敷地内に広場、歩道等の有効な空地を確保します。 

③建築面積の最低限度 …土地利用の細分化を防ぎ、一定規模以上の建築物を誘導します。 

④壁面の位置の制限 …道路に面して広場、歩道等の有効な空地を確保します。 

 

【制限のイメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜低・未利用地が多い＞          ＜高度利用地区に指定されると、 

公共の空地などが確保され、有効な土地利用が実現＞ 

※１ 建蔽率：建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと 

※２ 容積率：建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと 
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○

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
【
施
行
日
：
公
布
の
日
か
ら
一
年
以
内
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

都
市
計
画
区
域
等
に
お
け
る
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、
建
築
設
備
及
び

第
三
章

都
市
計
画
区
域
等
に
お
け
る
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、
建
築
設
備
及
び

用
途

用
途

第
一
節
～
第
四
節
の
二

（
略
）

第
一
節
～
第
四
節
の
二

（
略
）

第
五
節

防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
（
第
六
十
一
条
―
第
六
十
六
条
）

第
五
節

防
火
地
域
（
第
六
十
一
条
―
第
六
十
七
条
の
二
）

第
五
節
の
二

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
（
第
六
十
七
条
・
第
六
十
七
条
の
二

第
五
節
の
二

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
（
第
六
十
七
条
の
三
・
第
六
十
七
条

）

の
四
）

第
六
節
～
第
八
節

（
略
）

第
六
節
～
第
八
節

（
略
）

第
三
章
の
二
～
第
七
章

（
略
）

第
三
章
の
二
～
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
用
語
の
定
義
）
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用
語
の
定
義
）

第
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条

こ
の
法
律
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お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

第
二
条

こ
の
法
律
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て
次
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各
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掲
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用
語
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は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
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一
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五
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五
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道
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又
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同
一
敷
地

六

延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

隣
地
境
界
線
、
道
路
中
心
線
又
は
同
一
敷
地

内
の
二
以
上
の
建
築
物
（
延
べ
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建

内
の
二
以
上
の
建
築
物
（
延
べ
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建

築
物
は
、
一
の
建
築
物
と
み
な
す
。
）
相
互
の
外
壁
間
の
中
心
線
（
ロ
に
お
い

築
物
は
、
一
の
建
築
物
と
み
な
す
。
）
相
互
の
外
壁
間
の
中
心
線
か
ら
、
一
階

て
「
隣
地
境
界
線
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
一
階
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以

に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
、
二
階
以
上
に
あ
つ
て
は
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の

下
、
二
階
以
上
に
あ
つ
て
は
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
距
離
に
あ
る
建
築
物
の
部
分

距
離
に
あ
る
建
築
物
の
部
分
を
い
う
。
た
だ
し
、
防
火
上
有
効
な
公
園
、
広
場

を
い
う
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
部
分
を
除
く
。

、
川
等
の
空
地
若
し
く
は
水
面
又
は
耐
火
構
造
の
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
に
面
す
る
部
分
を
除
く
。

イ

防
火
上
有
効
な
公
園
、
広
場
、
川
そ
の
他
の
空
地
又
は
水
面
、
耐
火
構
造

（
新
設
）

の
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
面
す
る
部
分
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安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
必
要
な
技
術
的
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る
。

防
火
上
及
び
衛
生
上
必
要
な
技
術
的
基
準
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
用
途
地
域
等
）

（
用
途
地
域
等
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

14

14

特
定
行
政
庁
は
、
前
各
項
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
次
項
に
お
い
て

特
定
行
政
庁
は
、
前
各
項
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
お

15

15

「
特
例
許
可
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
許

い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
許
可
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
出
頭
を
求
め
て

可
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
出
頭
を
求
め
て
公
開
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
、
か

公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
い
、
か
つ
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

つ
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
各
項
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
建
築

物
の
増
築
、
改
築
又
は
移
転
（
こ
れ
ら
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。

）
に
つ
い
て
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
行
政
庁
は
、
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に

（
新
設
）

16
お
い
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
及
び
同
意
の
取
得
を
要
せ
ず
、
第
二

号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得
を
要
し
な
い

。一

特
例
許
可
を
受
け
た
建
築
物
の
増
築
、
改
築
又
は
移
転
（
こ
れ
ら
の
う
ち
、

政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
特
例
許
可
を
す
る
場
合

二

日
常
生
活
に
必
要
な
政
令
で
定
め
る
建
築
物
で
、
騒
音
又
は
振
動
の
発
生
そ

の
他
の
事
象
に
よ
る
住
居
の
環
境
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
建
築
に
つ
い
て
特
例
許
可

（
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る

。
）
を
す
る
場
合

特
定
行
政
庁
は
、
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
場
合
に
お
い
て

特
定
行
政
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は

17

16

は
、
そ
の
許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
の
計
画
並
び
に
意
見
の
聴
取
の
期

、
そ
の
許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
の
計
画
並
び
に
意
見
の
聴
取
の
期
日

日
及
び
場
所
を
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
場
所
を
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
蔽
率
）

（
建
蔽
率
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
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当
す
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
第
一
項
各
号
に
定
め
る
数
値
に
十
分
の
一
を
加
え
た

当
す
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
第
一
項
各
号
に
定
め
る
数
値
に
十
分
の
一
を
加
え
た

も
の
を
も
つ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
数
値
と
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す

も
の
を
も
つ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
数
値
と
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
す

る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
数
値
に
十
分
の
二
を
加
え
た
も
の
を

る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
数
値
に
十
分
の
二
を
加
え
た
も
の
を

も
つ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。

も
つ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。

一

防
火
地
域
（
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
建
蔽
率
の
限

一

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
建
蔽
率
の
限
度
が
十
分
の

度
が
十
分
の
八
と
さ
れ
て
い
る
地
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
イ
に
該
当
す
る
建

八
と
さ
れ
て
い
る
地
域
外
で
、
か
つ
、
防
火
地
域
内
に
あ
る
耐
火
建
築
物

築
物
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建

築
物

イ

耐
火
建
築
物
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性
能
（
通
常
の
火
災
に

よ
る
周
囲
へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の

部
分
及
び
防
火
戸
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
防
火
設
備
に
必
要
と
さ
れ
る
性

能
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

建
築
物
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
耐
火
建
築
物

等
」
と
い
う
。
）

ロ

準
耐
火
建
築
物
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性
能
を
有
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
（
耐
火
建
築
物
等
を
除
く
。
第
八
項
及
び
第

六
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
準
耐
火
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４

隣
地
境
界
線
か
ら
後
退
し
て
壁
面
線
の
指
定
が
あ
る
場
合
又
は
第
六
十
八
条
の

４

隣
地
境
界
線
か
ら
後
退
し
て
壁
面
線
の
指
定
が
あ
る
場
合
又
は
第
六
十
八
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
壁
面
の
位
置
の
制
限
（
隣
地
境
界
線

二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
壁
面
の
位
置
の
制
限
（
隣
地
境
界
線

に
面
す
る
建
築
物
の
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
位
置
及
び
隣
地
境
界
線
に
面
す

に
面
す
る
建
築
物
の
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
位
置
及
び
隣
地
境
界
線
に
面
す

る
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
門
又
は
塀
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
に
限
る
。
）

る
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
門
又
は
塀
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
に
限
る
。
）

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
壁
面
線
又
は
壁
面
の
位
置
の
制
限
と
し
て
定
め
ら

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
壁
面
線
又
は
壁
面
の
位
置
の
制
限
と
し
て
定
め
ら

れ
た
限
度
の
線
を
越
え
な
い
建
築
物
（
ひ
さ
し
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
で
政
令

れ
た
限
度
の
線
を
越
え
な
い
建
築
物
（
ひ
さ
し
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
で
政
令

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
特
定
行
政
庁
が
安
全
上

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
特
定
行
政
庁
が
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上

、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
建
蔽
率
は
、
前

支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
建
蔽
率
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
三
項
の
規
定

ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る

に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
安
全
上
、
防

（
新
設
）

火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
建
蔽
率
は
、
第
一
項
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か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
定
行
政
庁
が
街
区
に
お
け
る
避
難
上
及
び
消
火
上
必
要
な
機
能
の
確
保
を

図
る
た
め
必
要
と
認
め
て
前
面
道
路
の
境
界
線
か
ら
後
退
し
て
壁
面
線
を
指
定

し
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
壁
面
線
を
越
え
な
い
建
築
物

二

特
定
防
災
街
区
整
備
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
特
定
防
災
機
能
（

密
集
市
街
地
整
備
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
防
災
機
能
を
い
う
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
保
を
図
る
た
め
必
要
な
壁
面
の
位
置
の
制
限
（
道

路
に
面
す
る
建
築
物
の
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
の
位
置
及
び
道
路
に
面
す
る

高
さ
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
門
又
は
塀
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
に
限
る
。
同

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
壁
面
の
位
置
の

制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
限
度
の
線
を
越
え
な
い
建
築
物

三

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
に
お
い
て
防
災
街
区
整
備

地
区
計
画
の
区
域
（
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
又
は
防
災
街
区
整
備
地
区
整

備
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
特
定
防
災
機
能
の
確

保
を
図
る
た
め
必
要
な
壁
面
の
位
置
の
制
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
、

当
該
壁
面
の
位
置
の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
限
度
の
線
を
越
え
な
い
建
築
物

６

前
各
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は

５

前
各
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は

、
適
用
し
な
い
。

、
適
用
し
な
い
。

一

防
火
地
域
（
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
建
蔽
率
の
限

一

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
建
蔽
率
の
限
度
が
十
分
の

度
が
十
分
の
八
と
さ
れ
て
い
る
地
域
に
限
る
。
）
内
に
あ
る
耐
火
建
築
物
等

八
と
さ
れ
て
い
る
地
域
内
で
、
か
つ
、
防
火
地
域
内
に
あ
る
耐
火
建
築
物

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

７

建
築
物
の
敷
地
が
防
火
地
域
の
内
外
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
敷
地
内

６

建
築
物
の
敷
地
が
防
火
地
域
の
内
外
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
敷
地
内

の
建
築
物
の
全
部
が
耐
火
建
築
物
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
敷
地
は
、
全
て
防
火

の
建
築
物
の
全
部
が
耐
火
建
築
物
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
敷
地
は
、
す
べ
て
防
火

地
域
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
三
項
第
一
号
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
を

地
域
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
三
項
第
一
号
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
を

適
用
す
る
。

適
用
す
る
。

８

建
築
物
の
敷
地
が
準
防
火
地
域
と
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
以
外
の
区
域
と

（
新
設
）

に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
敷
地
内
の
建
築
物
の
全
部
が
耐
火
建
築
物
等
又

は
準
耐
火
建
築
物
等
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
敷
地
は
、
全
て
準
防
火
地
域
内
に
あ

る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
三
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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